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図表１ー１ 年齢３区分別人口：１８８４年～２０９０

図表１ー２ 出生数及び合計特殊出生率の推移 

  総務庁統計局『国勢調査』及び国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』（平成７年１月） 

  による 

  資料出所：厚生省「人口動態統計」 
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図表１ー３ 年齢別に見た未婚率の推移：１９７０～１９９５年 

図表１ー４ 夫婦の完結出生力の推移 
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図表１ー５ 高校及び大学・短期大学への進学率 

（資料）文部省統計調査課「文部統計要覧」 

（注）大学・短期大学への進学率：大学部・短期大学本科入学者数（浪人も含む）を 

   ３年前の中学卒業者数で除した比率 

図表１ー６ 女子の年齢階級別労働力人口比率の推移 
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図表１ー７ 平均世帯人員の推移 

図表１ー８ 家族類型別一般世帯数及び割合 

（資料）国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」1998年10月推計 

（資料）図表１ー７と同じ 



 5 

 

    図表１ー９ 同居期間別離婚数：１９３０～９６年 

   図表１ー１０ 性別生涯未婚率及び初婚年齢（ＳＭＡＭ）：１９５０～９５年 
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図表１ー１１ 調査別にみた未婚女性の理想と予定のライフコース 

（資料）国立社会保障・人口問題研究所「第１１回出生動向基本調査」 

図表１ー１２ 女性に期待するライフコース  

         【男子】 

 図表１ー１３ 予定・期待するライフ 

   コースの比較 【男子及び女子】 

 



 7 第 Ⅰ － ４ － ３ 図 　 女 子 の 大 学 進 学 が 短 大 進 学 を 上 回 る
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（ 備 考 ） １ ． 数 値 は 、 そ れ ぞ れ の 職 に 占 め る 女 性 の 割 合 で あ る 。
　 　 　 　 ２ ． 厚 生 省 「 医 師 ・ 歯 科 医 師 ・ 薬 剤 師 調 査 」 、 文 部 省 「 文 部 統 計 要 覧 」 、 法 務 省 資
　 　 　 　 　 　 料 、 大 蔵 省 資 料 、 日 本 弁 護 士 連 合 会 資 料 、 日 本 公 認 会 計 士 協 会 資 料 、 日 本 証 券 ア
　 　 　 　 　 　 ナ リ ス ト 協 会 資 料 に よ り 作 成 。
　 　 　 　 ３ ． 公 認 会 計 士 第 ２ 次 試 験 合 格 者 と は 、 会 計 士 補 と な る 資 格 を 有 し 、 公 認 会 計 士 名 簿
　 　 　 　 　 　 ま た は 会 計 士 名 簿 に 登 録 を 受 け る こ と に よ っ て 、 会 計 士 補 の 名 称 を 用 い て 公 認 会
　 　 　 　 　 　 計 士 と 同 様 の 業 務 を 行 え る 者 で あ り 、 第 ３ 次 試 験 に 合 格 す る こ と に よ っ て 公 認 会
　 　 　 　 　 　 計 士 と な る 資 格 を 得 る こ と が で き る 者 で あ る 。
　 　 　 　 ４ ． 証 券 ア ナ リ ス ト 第 ２ 次 試 験 合 格 者 と は 、 ３ 年 間 の 実 務 経 験 を 経 て 、 日 本 証 券 ア ナ
　 　 　 　 　 　 リ ス ト 協 会 検 定 会 員 に な る こ と が で き る 者 で あ る 。
　 　 　 　 ５ ． 医 師 、 歯 科 医 、 薬 剤 師 の 19 8 2年 以 降 は 隔 年 。
　 　 　 　 ６ ． 教 師 は 、 小 中 学 校 の 本 務 者 の 割 合 。
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第 Ⅰ － １－ 1 4 図 　増 えて い る専 門 職 ・資 格 職 に 進 出 す る女 性
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     図表２ー１ 男女別高等教育機関への進学率の推移 

  図表２ー２ 専門職に占める女性比率の推移 

（資料）国民生活白書１９９７年度版 

（資料）国民生活白書１９９７年度版 
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第Ⅰ－３－18図　Ｍ字型にならない女性の潜在有業率
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　　　　    た値である。
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潜在有業率 (労働力率と就業希望率の合計)

図表２ー３ 女性の潜在有業率 

 

図表２ー４ 未婚率上昇に伴って上昇した２０歳代後半女性の労働力率 

（資料）国民生活白書１９９７年度版 

（資料）国民生活白書１９９７年度版 
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図表２ー６ 妻の収入の増加と夫婦の合計可処分所得の変化 

              （1994年の税・社会保障制度） 

（出所）樋口美雄「労働経済学」東洋経済新報社,1996年 
 

図表２ー５ 一般労働者とパートタイム労働者の 

      賃金プロフィールの比較（女子） 

（出店）労働白書1998年度版 
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（備考）１．日本は労働省「賃金構造基本統計調査」(1996年）、アメリカは統計省調べ、イギリスは
　　　　　　Central Statistical Office "Annual Abstract of Statistics"により作成。

　　　　２．日本、アメリカは96年。イギリスは94年。
　　　　３．各年齢帯ごとの男性の賃金に対する女性賃金の比率。
        ４．日本の賃金は所定内給与額を所定内労働時間で除したもの。イギリスの賃金は所定内労働時間の時間当
　　　　　　り賃金。アメリカは週あたりの賃金。

第Ⅰ－２－４図　アメリカの男性より長いが、日本の男性との差が大きい日本の女性の平均勤続年数
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図表２ー７ 年齢別男女間賃金格差（イギリス・アメリカ・日本） 

 

   図表２ー８ 男女別勤続年数の国際比較 

（資料）国民生活白書１９９７年度版 

（資料）国民生活白書１９９７年度版 



 11 給
与

所
得

者
の

　
所

得
税

額
計

算
の

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト

　
　
　
　
　
　
　
　

給
与

所
得

の
計

算
　

　
課

税
所

得
の

計
算

　
　

　
　

　
税

額
の

計
算

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

税
額

の
確

定

　給　与　収　入（年間収入）

　　給与所得の金額

　課税所得の金額  所得控除

給与所得控除

算出税額

納付税額

税
額

控

税
 率

 表

(課
税
所
得

)　
　
　
（
税
率
）

～
  3

3
0
万
円
　
　
　

1
0
％

～
  9

0
0
万
円
　
　
　

2
0
％

～
1

,8
0

0
万
円
　
　
　

3
0
％

～
3

,0
0

0
万
円
　
　
　

4
0
％

3
,0

0
0
万
円
以
上
　
　

5
0
％

基
礎
控
除
　
　
　
　

3
8
万
円

配
偶
者
控
除
　
　
　

3
8
万
円

配
偶
者
特
別
控
除
　

3
8
万
円

扶
養
控
除
　
　
　
　

3
8
万
円

特
定
扶
養
控
除
　
　

5
8
万
円

寡
婦

（
寡
夫
）
控
除

2
7
万
円

（
特
定
寡
婦
　
　

3
5
万
円
）

障
害
者
控
除
　
　
　

2
7
万
円

（
特
別
障
害
者
　

4
0
万
円
）

社
会
保
険
控
除

生
命
保
険
控
除

医
療
費
控
除
　
　
な
ど

（
給
与
収
入
）
　
（
控
除
額
）

～
　

180
万
円
　
　
　

40％

（
最
低
保
証
額
　

65
万
円
）

～
　

360
万
円
　
　
　

30％

～
　

660
万
円
　
　
　

20％

～
1,000

万
円
　
　
　

10％

1,000
万
円
超
　
　
　

 5％

図
表

３
ー

１
 

給
与

所
得

者
の

所
得

税
計

算
の

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
 



 12 

   配  偶  者  の  所  得  金  額 

 

夫 .

の  

控  

除  

額 

図表３ー２ 配偶者特別控除制度の仕組みと改革案 

配 偶 者 特 別 控 除 

配偶者特別控除 

配 偶 者 控 除 

（出所）図説日本の税制 1998年度版 財経詳報社 

ここは残す 

ここは廃止 

図表３ー３ 配偶者特別控除の廃止と消失控除の創設による効果 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ Ｆ 

共稼ぎ世帯の 

税負担額 

配偶者の収入 ７０万円 １０３万円 

配偶者特別控除による減税部分 
・配偶者控除だけの場合は、配偶者の収入

が１０３万円になった途端、世帯の税負担

はＡＢから突然ＣＤへ跳ぶ。 

・配偶者特別控除があると、税負担はＥＦ

から段階的にＢを通過してＤへと上昇す

る。 

・そこで、図表3-4にあるように、１０３

万円以降にも配偶者控除に消失控除を設け

れば、税負担はＡＢＤとなだらかになる。 
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図表３ー４ 配偶者特別控除利用者の比率（給与階級別） 

 

図表３ー５ 配偶者特別控除利用者の給与階級別分布 

（出所）国税庁企画課「民間給与の実態」平成８年度分 1997年９月 

注：給与所得者の総数は3,433,216人である。 
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図表　３ー５　二分二乗方式の模式図

個人単位課税　　　それぞれが別々に税を計算して納税する

世帯単位課税

　Ａ　夫婦合算課税　　夫婦の所得を合算して税額を計算し、納税する。累進税率の
　　　　　　　　　　　　　　ため、税負担は重くなる

Ｂ　二分二乗方式　　 夫婦の所得を合算したあと２分割し、半分について税額
　　　　 を計算し、その２倍を納税する。累進が緩和され、税負担は軽減される

高額所得者が無収入のものと結
婚すると大幅に税負担が軽減さ
れる

結婚前の
制負担

＝納税額

（注） 日本、英国、スェーデンは個人単位課税、米国、ドイツは個人単位か二分

二乗方式かの選択制、フランスは子供まで含めたｎ分のｎ乗方式の世帯単位課税 

図表３ー６ 年収階級、就業調整の有無別パート労働者数（女子） 

（出所）労働白書1997年度版 

図表３ー７ 二分二乗方式の模式図 
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国民年金 

（基礎年金） 

(加入者数 

1,062万人) 

厚生年金 

基金 
退職適格年金 

図表３ー８ 年金制度の体系 
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図表３ー９ パートタイム労働者の厚生年金・国民年金適用について 

４分の３以上である ４分の３未満である 

【厚生年金の被保険者】 【国民年金の第１号被保険者】 【国民年金の第３号被保険者】 

130万円以上である 130万円未満である 

配偶者ではない 配偶者である 

（注）原則的な取り扱いを示したものです 

（出所）厚生省年金局「平成９年度版年金白書」 

厚生年金の計算式 

 平均標準報酬月額×可処分所得スライド率（0.99）×給付乗率（7.5/1000～10/1000）×加入期間 

上の図では、Ｂさんの平均月収の計算においては、収入がＢ→Ｃ→Ｙと通算される。 

図表３ー１０ 夫婦二分方式による年金制度における月収の計算 

夫 婦 二 分 の 年 金 制 度 に お け る 標 準 月 収 の 計 算

独 身 時 代 は 　　
そ れ ぞ れ 独 立

結 婚 す る と 収 入 を 合 算
し 、 対 等 に ２ 分 割 す る

　 　 C=(A+B)/2

途 中 で パ ー ト ナ ー が 変 わ れ ば 、 同 じ 方 法 で 計 算 を 行 う

　 　 　 　 Y=(B+X)/2

Ａ

Ａ

C Ａ

B B C B

X X

Y

Y
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図表３ー１２ 夫死亡後の年金の３つの選択肢 

（出所）関西女の労働問題研究会編「男女共生社会の福祉ビジョン」ドメス出版社 1996年 
（注）Ｃの選択肢は1994年改正で導入され、95年４月から施行された 

図表３ー１１ 配偶者の死亡時・夫婦の離婚時の年金給付と負担の現状 

（出所 図表３ー９と同じ） 
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【現行制度】 
  ・被用者保険（健康保険、共済組合） － 世帯単位 

     被保険者本人のみが保険料を負担し、被扶養者は保険料なしで給付を受ける。 

  ・国民健康保険 － 個人単位 

     世帯員全員が被保険者。保険料の納付義務者は世帯主であるが、個々の世帯員について 

     も被保険者均等割の保険料が課せられ、世帯員の所得、資産も合算されて所得割、資産 

     割の保険料が賦課される。 

 

    ・市町村国民健康保険の保険料（税）賦課方法別市町村数      （1996.3.31） 

       ４方式：  所得割 資産割 被保険者均等割 世帯平等割     2,991 

       ３方式：  所得割 被保険者均等割 世帯平等割          219 

       ２方式：  所得割 被保険者均等割                 42 

 

  ・介護保険 

     第１号被保険者（６５歳以上の市町村民）は個人単位 

     第２号被保険者（市町村民のうち４０歳～６５歳未満の医療保険の加入者）は現行の医 

     療保険制度のルールに従う。 

 

     第１号被保険者の保険料算定方式 

       第１段階：老齢福祉年金受給者           基準額×０．５ 

       第２段階：住民税非課税（世帯）          基準額×０．７５ 

       第３段階：住民税非課税（本人）＝基準額（定額）  基準額 

       第４段階：住民税課税＝基準額十所得割（定額）   基準額×１．２５ 

       第５段階：  〃  ＝   〃          基準額×１．５ 

      （注）基準額は各市町村の給付水準に応じて設定 

 

【医療保険の被扶養者と年金の第３号被保険者の範囲の違い】 
  ・被用者保険の被扶養者 

    ①被用者の直系尊属、配偶者（事実婚を含む）、子、孫、弟妹であって、主としてその 

     被保険者により生計を維持する者 

    ②被保険者の３親等内の親族であって、その被保険者と同一世帯に属し、主としてその被 

     保険者により生計を維持する者 

  ・国民年金の第３号被保険者 

    第２号被保険者の被扶養配偶者であって２０歳～６０歳未満の者に限る 

 

図表３ー１３ 医療保険における家族の取り扱い 

（注）山崎泰彦 上智大学教授による 
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